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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】体外血液回路の少なくとも１つのパラメータを
決定するための方法を提供する。
【解決手段】医療機能機器（１００）及び／又は治療機
器（２００）及び／又は血液チューブセットを包含する
、体外血液回路（１０００）を、（医療用）流体を導入
することにより充填するステップと、検出機器によって
体外血液回路（１０００）を充填ために必要とされる導
入される流体の容積を検出するステップとを有する。さ
らに、制御機器（２７）、治療装置、デジタル記憶媒体
、コンピュータプログラム製品、並びにコンピュータプ
ログラムに関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体外血液回路（１０００）又はそれの構成要素の少なくとも１つのパラメータを決定す
るための方法であって、
　流体を導入することにより体外血液回路（１０００）を充填するステップと、
　前記体外血液回路（１０００）又はそれの定義された若しくは所定の部位を充填するた
めに必要とされる導入される前記流体の容積の大きさを検出、決定又は算出するステップ
と
　を有する方法。
【請求項２】
　充填するステップは、前記体外血液回路（１０００）の準備の役割を果たす請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのパラメータを維持するための前記検出された流体容積の値を処理
するステップ
　を有する請求項１又は２に記載の方法
【請求項４】
　前記液体の容積が累積容積である請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　血液ポンプ（１１）の一定及び／又は所定の流量（Ｑ＿Ｂ）で前記血液ポンプ（１１）
によって、前記体外血液回路（１０００）又はそれの部品を通る流体を搬送するステップ
と、
　前記体外血液回路（１０００）の第１のセンサ（３７）に前記液体が現出する時点を時
間（ｔ１）の第１の時点として決定するステップと、
　前記体外血液回路（１０００）の第２のセンサ（３９）に前記液体が現出する時点を時
間（ｔ２）の第２の時点として決定するステップと、
　前記時間（ｔ１）の第１の時点と前記時間（ｔ２）の第２の時点との間の時間差を決定
するステップと
　を有し、
　前記導入される流体の容積の大きさを検出、決定又は算出するステップは、前記血液ポ
ンプ又はそれで構成されるものの一定流量（Ｑ＿Ｂ）で前記時間差を乗算するステップを
備える、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のセンサ（３７）及び／又は前記第２のセンサ（３９）は、光センサである請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のセンサ（３７）及び／又は前記第２のセンサは、超音波、音波又は温度測定
により流体を検出するセンサである請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　検出するステップは、流体又は流体の状態を認識するための少なくとも１つの認識機器
を備える又は接続される検出機器によって行われ、前記認識機器は、レベル検出器、空気
検出器（１５、２５）、光検出器、超音波検出器、音響検出器又はそれらの可能な組み合
わせのいずれかで構成されるグループから選択される、請求項１～７のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項９】
　前記流体の容積の値は、前記流体を搬送するための搬送機器（１１、１７）のロータ回
転数によって検出される請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記流体の容積の大きさは、前記充填するステップに起因する流体源の重量減少によっ
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て検出される請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　利用される医療機能機器（１００）を識別する利用可能な医療機能機器の多数のパラメ
ータと前記決定されるパラメータを比較するステップ
　を有する請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　利用される治療機器（２００）を識別する利用可能な治療機器の多数のパラメータと前
記決定されるパラメータを比較するステップ
　を有する請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記決定されるパラメータによって前記体外血液回路（１０００）の最小及び／又は最
大プライミング容積又はフラッシュ容積を定義するステップ
　を有する請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　治療法の準備のために前記体外血液回路（１０００）をフラッシュするためのフラッシ
ュ最小容積（Ｖ＿ｍｉｎ）は以下の数学関数
　Ｖ＿ｍｉｎ　＝　ａ＊Ｖ＿Ｓｅｔ　＋　ｂ＊Ｖ＿Ｄｉａｌ
によって定義され、
　Ｖ＿ｍｉｎは前記治療法を準備する際の最小フラッシュ容積であり、
　Ｖ＿Ｓｅｔは前記医療機能機器（１００）、特に血液チューブセットの容積であり、
　Ｖ＿Ｄｉａｌは前記治療機器（２００）、特に透析器の容積であり、
　ａ及びｂは定数である、
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　ａは、１から３の範囲の数である請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　ｂは、２から５の範囲の数である請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記決定されるパラメータを考慮して又はそれに応じて前記治療法の制御又は流量（ｍ
ｉｎ＿Ｆｌｏｗ、ｍａｘ＿Ｆｌｏｗ）を定義するステップ
　を有する請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記決定されるパラメータに応じて前記体外血液回路（１０００）を使用する際に治療
様式を妨げるステップ及び／又は前記治療法の治療パラメータを制限するステップ
　を有する請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記体外血液回路（１０００）は、医療機能機器（１００）及び／又は治療機器（２０
０）及び／又は血液チューブセットである又は備える請求項１～１８のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか一項に記載の方法を実行するために適切な及び提供される
且つ／又は設計される且つ／又は構成される、制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項２１】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の方法を実行するために提供される、且つ具現化
される且つ／又は装備される且つ／又は構成される、特に血液治療装置、特に透析装置、
血液透析装置、血液濾過装置又は血液透析濾過装置として具現化される治療装置。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の制御機器又は調整機器（２７）を備える請求項２１に記載の治療装
置。
【請求項２３】
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　請求項１から１９のいずれか一項に記載の本発明による方法の機械的ステップが促され
るためにプログラム可能なコンピュータシステムと対話するように構成される、電気的に
読み取り可能な制御信号を有する、特にディスク、ＣＤ又はＤＶＤ又はＥＰＲＯＭの形態
のデジタル記憶媒体。
【請求項２４】
　コンピュータプログラム製品がコンピュータ上で実行される際に、請求項１～１９のい
ずれか一項に記載の本発明による方法の機械的なステップを促すための機械可読媒体に保
存されたプログラムコードを有する前記コンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
　コンピュータプログラム製品がコンピュータ上で実行される際に、請求項１～１９のい
ずれか一項に記載の本発明による方法の機械的なステップを促すためのプログラムコード
を有するコンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体外血液回路の少なくとも１つのパラメータを決定するための、請求項１に
記載の方法に関する。本発明はさらに、請求項２０に記載の制御機器並びに請求項２１に
記載の治療装置に関する。さらに、本発明は請求項２３に記載のデジタル記憶媒体、請求
項２４に記載のコンピュータプログラム製品並びに請求項２５に記載のコンピュータプロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　実際には、体外血液回路は医学的治療法において使用される前に調整を経る。体外回路
を用いた治療用に利用される治療装置は、治療の開始前に、これから行われる治療様式、
及び／又は血液回路又は血液フィルタとして利用される（使い捨て）物品に実際に適合さ
れる。この目的のために、体外血液回路は通常使用前に流体（例えば、置換液溶液）で満
たされ、これとともに存在する可能性のある製造残留物及び／又は気泡を体外血液回路か
ら除去するために、フラッシュされる（洗い流される）。時折、治療装置はそれが治療の
ために用いられるべき又は用いられてもよい、又は利用される血液フィルタ又は血液回路
がどの種類又はどの大きさであるかにおいて定義された治療様式に設定される。血液回路
の最小フラッシュ容積を決定するため、及び治療装置を利用される（使い捨て）物品に適
合させるための両方のために少なくとも１つのパラメータを知る必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の一目的は、好ましくは自動的に、体外血液回路の少なくとも１つのパラメータ
を決定する方法を明示することである。
【０００４】
　さらに、本発明による方法を実行するために提供される制御機器、本発明による方法が
実行可能である治療装置、並びに適切なデジタル記憶媒体、適切なコンピュータプログラ
ム製品及び適切なコンピュータプログラムが明示される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的は、請求項１の特徴を有する方法によって達成される。本発明の目的は、
加えて、請求項２０の特徴を有する制御機器、並びに請求項２１の特徴を有する治療装置
によって達成される。本発明の目的はさらに、請求項２３、２４及び２５に記載のデジタ
ル記憶媒体、コンピュータプログラム製品、並びにコンピュータプログラムによって達成
される。
【０００６】
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　本発明による方法により達成可能である全ての利点は、本発明による特定の実施形態に
おいて、また本発明による装置によって低下することなく達成されてもよい。
【０００７】
　本発明による方法は、体外血液回路の少なくとも１つのパラメータを決定するために適
切であり、そのために提供される。
【０００８】
　本発明による方法は、医療用流体を導入することにより体外血液回路を充填することを
包含する。
【０００９】
　体外血液回路を充填するため、又はこれに関する特定の部位（例えば、空気検出器のよ
うな検出器部位まで又は認識機器まで）を充填するために必要とされる導入される流体の
容積若しくは値又は量を検出する又は決定することをさらに包含する。
【００１０】
　容積又は量の検出又は決定は、装置によって特に自動的に行われる。
【００１１】
　また、検出機器であり得る又はそのようなものとして使用され得る、本発明による制御
機器は、本発明による方法を実行するために適切であり、且つ提供され且つ／又は設計さ
れ且つ／又は構成される。
【００１２】
　本発明による治療装置は、本発明による方法を実行するために、且つ／又は本発明によ
る方法の結果に基づいて自動化された調整のために、提供され且つ具現化され且つ／又は
装備され且つ／又は構成される。
【００１３】
　これにより、本発明による方法の機械的に実行されるステップの全部又は一部が促され
てもよい。
【００１４】
　本発明によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラム製品がコンピュ
ータ上で実行される際に、本発明による方法の機械的なステップを促すための機械可読媒
体に保存されたプログラムコードを備える。
【００１５】
　機械可読データ記憶機器は、特定の本発明の実施形態においてソフトウェア及び／又は
ハードウェアにより解釈可能なデータ又は情報を含む媒体を意味する。媒体はディスク、
ＣＤ、ＤＶＤ、ＵＳＢスティック、フラッシュカード、ＳＤカード等であってもよい。
【００１６】
　本発明によるコンピュータプログラムは、コンピュータプログラムがコンピュータ上で
実行される際に、本発明による方法の機械的なステップを促すためのプログラムコードを
備える。
【００１７】
　プログラムコードはまた、本発明による方法の機械的に実行されるステップの全て又は
いくつかが促される、本発明によるコンピュータプログラム製品及び本発明によるコンピ
ュータプログラムに適用される。
【００１８】
　デジタル、特に本発明による不揮発性記憶媒体、特に機械可読データ記憶機器の形態、
特にディスク、ＣＤ、ＤＶＤ又はＥＰＲＯＭの形態、特に電子的又は光学的な可読制御信
号は、本発明による方法の機械的なステップが促されるようにプログラム可能なコンピュ
ータシステムと対話してもよい。
【００１９】
　これにより、本発明による方法の機械的に実行されるステップの全て、複数又はいくつ
かが促されてもよい。
【００２０】
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　本発明によるコンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラム製品がコンピュ
ータ上で実行される際に、本発明による方法のステップを促すための機械可読データ記憶
機器に格納されたプログラムコードを備える。本発明によれば、コンピュータプログラム
製品は、例えば記憶機器上に格納されたコンピュータプログラム、コンピュータプログラ
ムとの総合的なシステムのような組込みシステム、（例えば、コンピュータプログラム付
きの電子機器）、コンピュータ実装のコンピュータプログラムのネットワーク（例えば、
クライアント・サーバシステム、クラウドコンピューティングシステム等）、又はコンピ
ュータ製品がロード、実行、保存又は開発されているコンピュータとして理解することが
できる。
【００２１】
　本発明によるコンピュータプログラムは、コンピュータプログラムがコンピュータ上で
実行される際に、本発明による方法の機械的なステップを促すためのプログラムコードを
備える。本発明によるコンピュータプログラムは、例えば流通の準備ができておりコンピ
ュータプログラムを含む物理的なソフトウェア製品として理解され得る。
【００２２】
　本発明の実施形態は、任意の組み合わせで以下の特徴のいくつか又は全てを備えていて
もよい。本発明の発展は、各従属請求項の主題でもある。
【００２３】
　以下の全ての実施形態において、「あってもよい（ｍａｙ　ｂｅ）」又は「有していて
もよい（ｍａｙ　ｈａｖｅ）」等の表現の使用は、それぞれ「好ましくは、であってもよ
い（ｐｒｅｆｅｒｅｂｌｙ　ｉｓ）」又は「（好ましくは、有している（ｐｒｅｆｅｒｅ
ｂｌｙ　ｈａｖｅ）」等と同義的に理解され、本発明による例示的な実施形態を説明する
ことが意図されている。
【００２４】
　体外血液回路は、本発明の特定の実施形態において医療機能機器を備える。この機能機
器は、例えば血液カセット（特に使い捨てとして具現化）を備える、又は血液カセットで
あってもよく、且つ／又は治療機器、例えば透析器又は血液フィルタ、及び／又は血液チ
ューブセットであってもよい。
【００２５】
　容量の大きさ（また要するに：容量）は、本発明のいくつかの実施形態においてディメ
ンジョンを有する（例えば、ｍｌ；ミリリットル）又はディメンジョンを有しない数値で
ある。本発明による他の実施形態において、容積の分類又はその一定容積程度への割当て
が理解される。
【００２６】
　本発明の特定の実施形態において、充填することは、特に医療用流体、例えば置換液体
及び／又は透析液体を体外血液回路内に導入又は充填することを意味する。本発明による
いくつかの実施形態において、充填することは１回及び／又は最初に行われ、すなわち、
患者の治療を開始する前に、例えば血液処理方法、例えば透析（血液透析、血液濾過、血
液透析濾過等）且つ／又はフラッシング工程の開始前に行われる。
【００２７】
　本発明の特定の実施形態において、本発明の意味における充填は、フラッシング工程の
前に開始された、行われた又は完了された。
【００２８】
　体外血液回路は、本発明によるいくつかの実施形態において、充填される際に完全に又
は基本的に完全に流体で充填される。
【００２９】
　そうする際に、本発明のいくつかの実施形態において、体外血液回路の内部容積又は最
大（吸気）容積に相当する導入容積（血液フィルタ又は血液カセット等に流体接続状態に
あるコンポーネント付き又はなし）である、是位の流体が体外血液回路内に導入される。
【００３０】
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　体外血液回路又はこれについての部位の容積を記録するために、体外血液回路は、本発
明によるいくつかの実施形態において流体で完全に充填される必要はない。
【００３１】
　したがって、本発明による特定の実施形態において、体外血液回路は、例えば流体で部
分的にのみ、例えば特定のポイントまで、例えば流体を認識するため又は異なる流体間の
変化を認識するために使用され、体外血液回路内又は体外血液回路に配置されている認識
機器まで充填される。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、例えば体外血液回路の（充填）容積又は全容積又は全内
部容積又は容量を累積し又は推定するために提供されてもよい。この予想又は推定は検出
された容積の大きさ（これは、例えば、流体の導入点と認識点との間の体外血液回路の充
填部である）及び体外血液回路全体の残り部分の知識に基づいている。
【００３３】
　体外血液回路に導入された流体は、本発明によるいくつかの実施形態においてプライミ
ング（初期注入）液及び／又はフラッシング液、例えば置換液体である。
【００３４】
　特定の実施形態において、本発明による方法は、流体の容積の検出された大きさを処理
することを包含する。処理は、本発明によるいくつかの実施形態において少なくとも１つ
のパラメータ、又は最も一般的な意味での仕様を維持するための役割を果たす。
【００３５】
　検出された大きさを処理することは、本発明によるいくつかの実施形態において、パラ
メータについての記述を作成することを包含する。
【００３６】
　検出された容積の大きさを処理することは、本発明によるいくつかの実施形態において
、パラメータを維持するためのアルゴリズム、機能又はコヒーレンシを介して容積の値を
変換することであり又はそれを包含する。それらは記憶機器、例えば治療装置の記憶又は
制御機器であってもよいし、その中にファイルされてもよい。
【００３７】
　容積の検出された大きさを処理することは、本発明によるいくつかの実施形態において
、管理者に受信したパラメータを通信することであり又はそれを包含するが、しかしなが
ら、他の実施形態において、それは実施しない。
【００３８】
　検出された容積の大きさを処理することは、本発明による特定の実施形態においてパラ
メータを検出するのに（例えば、比較表を用いて）適している大きさや仕様と検出された
容積を比較することであり又はそれを包含する。
【００３９】
　検出された容積の大きさを処理することは、本発明による特定の実施形態において検出
された容積の大きさに基づいて体外血液回路及び／又はこれについての個々の構成要素に
パラメータを割り当てることであり、又は包含する。
【００４０】
　検出された容積の大きさを処理することは、本発明によるいくつかの実施形態において
、管理者にパラメータを通信すること（例えば、ディスプレイ表示、エラーメッセージ、
アラーム等により）を包含するが、しかしながら他の実施形態において、それは実施しな
い。
【００４１】
　パラメータは、本発明によるいくつかの実施形態において体外血液回路に利用されるの
に典型的な仕様である。これらは、体外血液回路を特徴的にし、その大きさ、種類、特定
の治療様式若しくは治療法への適性、又は特定の治療装置でのその使用に対する適性を示
し、これについての個々の構成要素に関する記述（例えば、存在するか又は存在しない）
を作成するなどのような体外血液回路を記述する仕様を含む。
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【００４２】
　本発明の用語におけるパラメータは、パラメータ値、パラメータの特性又は大きさ、デ
ィメンジョンを有する数値、ディメンジョンを有しない数値、種類、分類等であってもよ
い。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施形態において、パラメータは使用される体外血液回路のための
典型的な又は特徴的な仕様である。パラメータは排他的（仕様又はパラメータが、使用さ
れる体外血液回路の種類にのみ明確に割り当てられている）、又は非排他的（仕様又はパ
ラメータが、使用される体外血液回路又は使用される体外血液回路の種類にだけでなく、
他の血液回路又は血液回路の種類に割り当てられている。仕様又はパラメータが、特定の
割当て、例えば体外血液回路の選択したグループであっても許容する）であり得る。
【００４４】
　充填のために体外血液回路に導入される液体の容積は、本発明による特定の実施形態に
おいては、累積容積である。
【００４５】
　累積容積は、本発明の特定の実施形態において、体外血液回路に最初に又は１回導入さ
れる、特に体外血液回路を完全に又は実質的に完全に充填する流体の全容積を意味する。
累積容積はまた、このように体外血液回路の初期充填を達成するために交換又は再充填さ
れなければならない部分容積、例えば所望の量を達成するために充填する間及びそれに起
因して発生する体外血液回路の換気による部分容積を包含する。
【００４６】
　体外血液回路の充填状態への到達は、液体又は液体の状態（着色、混合比、異なる流体
の交換、例えば流体による空気の置換、液状流体と空気との間の遷移領域等）の認識のた
めの認識機器によって決定される。
【００４７】
　認識機器は、本発明の特定の実施形態において、体外血液回路内に又は体外血液回路に
配置される。本発明によるいくつかの実施形態において、認識機器は、動作可能であり又
は体外血液回路と信号接続している。
【００４８】
　本発明の特定の実施形態において、認識機器は、レベル検出器（例えば、超音波レベル
検出器、容量性レベル検出器、光レベル検出器等）、空気検出器（例えば気泡検出器）、
静脈気泡トラップ等、又は同じ物理的原理に従って又は異なる原理に従って動作するこれ
らの組み合わせから選択される。
【００４９】
　本発明のいくつかの実施形態において、血液ポンプトラフによって又は体外血液回路に
おいて搬送される液体（この実施形態において、例えば透析流体又は置換流体又は血液で
あってもよい）の実行時間は、測定又は検出又は決定又は計算される。これらの実施形態
において、本発明の方法は、ポンプ、例えば血液ポンプによって体外血液回路又はその部
品を通って流体を搬送することを備える。ポンプは、所定の一定流量で、又は監視期間中
に搬送される流体容積を測定、検出、決定若しくは計算することを可能とする一定流量で
ないが別の方法で搬送する。このような所定の流量は、連続的に増加する流量、又は時間
の所定のポイントで知られたステップサイズだけ段階的に増加する流量であってもよい。
【００５０】
　これらの実施形態において、流体が体外血液回路の第１のセンサに現出する時点で識別
される。この時点は、第１の時点を意味する。
【００５１】
　これらの実施形態において、流体が体外血液回路の第２のセンサに現出する時点が、識
別される。この時点は、第２の時点を意味する。
【００５２】
　これらの実施形態において、第１の時点と第２の時点との時間差が、決定又は計算され



(9) JP 2017-136414 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

る。
【００５３】
　これらの実施形態において、導入される流体の容積の大きさの検出、決定又は計算する
ことは、血液ポンプの一定流量に時間差を乗算することを備える又はそのような乗算から
成る。
【００５４】
　これらの実施形態において、使用されるポンプ、例えば血液ポンプの流量が既知である
場合、体外血液回路の容積は流体、例えば血液の第１のセンサから第２のセンサへの実行
時間によって決定又は検出されてもよい。ポンプの流量は、一定の流量又は他の方法で既
知の、第１の時点と第２の時点との間の流量の結果であってもよい。
【００５５】
　この方法では、搬送される液体の総容積、従ってチューブ部及び治療装置（例えば透析
器）の連結充填容積は、時間差又は実行時間及びポンプ速度、ポンプパワー又は時間当た
りのポンプ出力により決定されてもよい。
【００５６】
　体外血液回路の充填容積が、特にそのチュービング部で、既知である際に、治療装置の
種類（例えば透析器）は、治療装置の各種類が特定の容積を収容するので、決定されても
よい。
【００５７】
　上記光学センサの各々は、光静脈血液検出器（体外血液回路の静脈線内の血液を検出す
るための）、少なくとも１つの血液パラメータを測定又は決定するための光センサ、又は
他の任意の種類のセンサであってもよい。血液パラメータは、例えば相対血液量、ヘモグ
ロビン濃度又はヘマトクリット値であってもよい。本発明による方法の間で使用されても
よい他の光検出器は、血液パラメータを測定するために適合されていない。
【００５８】
　上述のような少なくとも１つの血液パラメータを測定又は決定するためのセンサは、本
発明のいくつかの実施形態において、欧州特許出願　１　７４８　２９２　Ａ１号明細書
及び／又は国際公開第２００４／０５７３１３　Ａ１号パンフレットに開示されているよ
うに、血液測定のための装置である。両方の特許出願のそれぞれの開示、及びその中で言
及されている特許請求の範囲の文言は、特に本明細書中に参照として援用され又は含まれ
る。
【００５９】
　少なくとも１つの血液パラメータを測定又は決定するための光センサは、特に発光器及
び光検出器を有する測定ユニット又は測定機器を備える機器であってもよい。同じものを
使用して、所定の波長の光は、体外血液回路、例えば動脈部位に誘導される。その部位は
、特に赤外光用に対して、不透明又は半透明である。少なくとも１つの血液パラメータを
測定するための光学センサにより、流体、例えば血液は、例えば入射光の強度及び出射光
の強度との間の比又は関係によって検出されてもよい。
【００６０】
　本発明によるいくつかの実施形態において、少なくとも１つの血液パラメータを測定す
るための光学センサは、複数の血液パラメータ、例えば相対血液量、ヘモグロビン濃度及
び／又はヘマトクリット値を測定するために実施される。制御機器又は調整機器は、それ
に応じて構成される。
【００６１】
　液体の存在が光によって検出された場合、本発明によるいくつかの実施形態において、
７９０と８２０ｎｍとの間の波長、好ましくは８００と８１０ｎｍとの間の波長、特に好
ましくは８０５ｎｍの光の使用が提供される。
【００６２】
　流体の存在又は出現が、光によって検出又は決定される場合、本発明による特定の実施
形態において、発光器及び光検出器は、この部位内で又はそれを介して患者の動脈針と血
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液ポンプとの間に配置されて測定するために体外血液回路の部位に配置される。
【００６３】
　この部位は、本発明によるいくつかの実施形態において、血液ポンプの下流部位として
、又は体外血液回路のいずれか又は全ての他の部位としての体外血液回路の少なくとも１
つの他の部位よりもより剛性があり又はより安定しており又は収容される。
【００６４】
　より剛性のある部位は、本発明による特定の実施形態において、限定要素又は袖部（以
下：袖部）により外部又はその周囲に少なくとも部分的に囲まれている又は取り囲まれて
いる部位である。袖部は、本発明による特定の実施形態において、例えば部位が袖部の前
方及び／又は袖部を越えて別の断面形状を有するように、袖部が取り囲む部位への圧力を
適用するか又は働かせる。それが（より）剛性のあると呼ばれている理由である。これに
より光検出器による測定精度を有利に向上させることができる。
【００６５】
　例として、血液チューブ又はチュービングの円形又は円弧断面は、長方形断面又は角断
面、又は少なくとも１つ又は２つの直線の辺との交差部に形成又は成形されてもよい。こ
のような袖部又は基礎となる考え方の一例が、上述した欧州特許出願　１　７４８　２９
２　Ａ１号明細書及び国際公開第２００４／０５７３１３　Ａ１号パンフレットの、例え
ば図１から図５に開示されている。この件に関する両方の特許出願のそれぞれの開示は、
本明細書に完全に参照により援用され又は包含される。
【００６６】
　袖部による血液チューブ又はチューブの圧縮は、特に所定の圧力、及び／又は血液チュ
ーブの形状若しくは断面の所定の変化を引き起こすことができる。したがって、血液チュ
ービング部は、定義されたように押圧され得る。
【００６７】
　袖部は、本発明によるいくつかの実施形態において、特に細長い容器又は箱として実施
され得る。
【００６８】
　袖部は、本発明による特定の実施形態において、特に発光器及び／又は光検出器の取付
け又は管路で実施され得る。
【００６９】
　第１のセンサ並びに第２のセンサは、互いに独立した、光学濃度、超音波、音波又は温
度測定値を用いて流体の存在を決定するセンサであってもよい。
【００７０】
　本発明によるいくつかの実施形態において、測定又は決定された時間差が、血液処理工
程を制御するために、又は治療が終了した後に血液治療装置を解体するために使用される
。時間差に関する知識は、例えば治療の終了後に血液の再注入の自動停止のために使用さ
れ得る。
【００７１】
　本発明の特定の実施形態において、流体－空気限界を認識するための認識機器が提供さ
れる。したがって、認識機器は、体外血液回路に存在する空気（未使用の）が、充填され
た液体により認識機器の上流側に変位され、また体外血液回路から、例えば換気機器を介
して除去される時又は場合を、示すことができる。
【００７２】
　本発明の特定の実施形態において、流体の容積は、体外血液回路が充填されたことによ
って搬送機器のロータ回転（数）を介して検出される。
【００７３】
　搬送機器は、チューブローラーポンプ、例えば治療法において血液（血液ポンプ）及び
／又は置換液（置換液ポンプ）及び／又は透析液を搬送するために使用されるチューブロ
ーラーポンプであってもよい。
【００７４】
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　本発明のさらなる実施形態において、流体の容積は、流体源、例えば液体袋の重量減少
を介して検出される。重重減少は、例えば液体の袋を秤量することにより検出されてもよ
い。
【００７５】
　本発明の特定の実施形態において、本発明による方法は、本明細書で提示される又は使
用される医療機能機器又は構成要素に体外血液回路を同定又は割り当てるために使用可能
な多数の医療機能機器のパラメータ（検出且つファイルされる）と決定されたパラメータ
を比較することを包含する。このような比較は、本発明によるいくつかの実施形態におい
て上述した処理することに相当する又は包含する。
【００７６】
　比較は、例えば比較表を用いて行われてもよい。
【００７７】
　さらなる実施形態において、本発明による方法は、利用される治療装置を識別するため
に多数の使用可能な治療機器の（検出且つファイルされる）パラメータと決定したパラメ
ータを比較することを包含する。
【００７８】
　多数の可能な及び／又は利用可能な医療機能機器、或いは可能な及び／又は利用可能な
治療機器、或いはそれらの各々に関する情報は、適切な又は適合するテーブルに格納され
てもよい。
【００７９】
　通常治療のための体外血液回路を使用する前に行われる準備は、例えば上述したように
、プライミング及び／又はフラッシングにより血液回路又はこれに接続された構成要素か
ら可能性のある現在の製造残留物（治療装置及び／又は血液チューブセットの製造による
）及び／又は空気を除去する働きをする。フラッシング又はプライミングするために必要
な流体の量又は流体の容積は、体外血液回路の単純な充填のために必要な流体の量或いは
充填又は流体の容積よりも通常高い。従来技術では、一般に適用可能な最小の容積、例え
ば５００ｍｌは、プライミング／フラッシングのために定義される。この定義は、それぞ
れ具体的に使用される体外血液チューブセット及びその構成要素、例えば利用される血液
フィルタに明らかに整列、適合又は最適化されない。
【００８０】
　本発明による方法は、特定の実施形態において、決定されたパラメータを用いて体外血
液回路をプライミング又はフラッシングするための最小、理想的な及び／又は最大のプラ
イミング容積又はフラッシング容積を定義することを包含する。このように、プライミン
グ容積又はフラッシュ容積は、決定されたパラメータを用いて実際に使用される体外血液
回路及びその構成要素に有利に調整される。これにより、パラメータは、例えば血液回路
の充填容積、又はその種類であってもよい。
【００８１】
　特定の実施形態において、本発明の主題又は一部ではない後で発生する治療法を準備す
るための最小フラッシュ容積Ｖ＿ｍｉｎは、例えば以下の数学関数に従ってもよい。
　Ｖ＿ｍｉｎ＝ａ＊Ｖ＿Ｓｅｔ＋ｂ＊Ｖ＿Ｄｉａｌ
これにより、Ｖ＿ｍｉｎは治療法を準備する際の最小フラッシュ容積であり、Ｖ＿Ｓｅｔ
は医療機能機器、特に血液チューブセットの容積であり、Ｖ＿Ｄｉａｌは治療機器、特に
透析機器又は血液フィルタの容積であり、ａ及びｂは各々数字又は定数である。
【００８２】
　特定の実施形態において、ａは、特に１から３の値をとってもよい任意の数である。
【００８３】
　特定の実施形態において、ｂは、特に２から５の値をとってもよい任意の数である。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、（治療）指示等のさらなる因子はプライミング容積又は
フラッシュ容積の決定に影響を与えてもよい。



(12) JP 2017-136414 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

【００８５】
　本発明による特定の実施形態において、この方法は決定されたパラメータを考慮して又
はこれに応じて（後の）治療法の制御を定義すること又は影響を与えることを包含する。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、本発明による方法は、最大及び／又は最小ポンプ速度を
定義すること、決定されたパラメータを考慮して又はそれに応じて再注入容積等を（自動
的に）定義することを包含する。
【００８７】
　特定の実施形態において、再注入容積は患者に血液を戻す目的で、血液治療の終了時に
体外血液回路中に依然として含まれる血液を洗い流すために必要な液体（例えば、置換液
、透析液又はフラッシング液）のそのような容積である。
【００８８】
　特定の実施形態において、本発明による方法は、決定されたパラメータを考慮して又は
それに応じて治療様式を妨げること及び／又は（後の）治療法の治療パラメータを制限す
ることを包含する。
【００８９】
　本発明によるいくつか又は全ての実施形態は、上述の又はこの後の１つ以上の利点を備
えていてもよい。
【００９０】
　本発明は、治療法の（さらなる）自動化のための簡単であまり複雑でない方法を有利に
提供する。
【００９１】
　本発明は、体外血液回路を有する全ての治療装置に有利に使用可能である。
【００９２】
　本発明による方法によって、体外血液回路の初期充填中に得られた（充填）容積の情報
、又は利用される血液回路等の種類のような異なるパラメータに基づいて、いくつかの実
施形態において、その後のフラッシング中に再循環される液体の容積の個別化された仕様
を形成することが有利に可能である。これは理想的なフラッシング効果、最小フラッシン
グ効果及び／又はフラッシング流体の経済的な使用に貢献するだろう。
【００９３】
　本発明による方法によって、体外血液回路の初期充填中に得られた（充填）容積の情報
に基づいて、いくつかの実施形態において、体外血液回路及び／又は利用する治療装置の
認識された適合性、大きさ、又は種類に対応して、特定の治療様式を認めること又は妨げ
ることが有利に可能である。これは治療及び／又は治療手順自体の準備のさらなる自動化
に有利に貢献してもよい。これにより、システムの安全性並びに患者の安全性をさらに高
めてもよい。
【００９４】
　本発明は、既に操作された治療装置のソフトウェアの側面をアップグレードすることの
みを頻繁に包含するように実装することが有利に特に簡単である。
【００９５】
　このようなアップグレード又は改造は、例えば治療装置の制御機器におけるオペレーテ
ィングソフトウェアのソースコード又はマシンコードを実装することにより行われてもよ
い。
【００９６】
　以下、本発明が、同一の参照番号が同一又は類似の要素を特定する添付の図面を参照し
て例示的に説明される。それは次のように適用される。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】図１は、透析液回路だけでなく、本発明による方法によってその使用のために準
備され得る体外血液回路の概略図を示す。
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【図２】図２は、本発明による方法による異なる透析器の充填容積とそれらの識別可能性
を示す。
【図３】図３は、本発明による方法によってその使用又は濯ぎの完了のために準備するこ
とができる、さらなる他の体外血液回路の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００９８】
　図１は、体外血液回路１０００、並びに略図で治療装置３０００の透析液回路２０００
、例えば血液透析濾過機を概略的に示す。
【００９９】
　体外血液回路１０００は、医療機能機器１００、例えば（使い捨て）血液カセットを備
える、それに接続される、又は少なくとも部位で一体化される。
【０１００】
　機能機器１００は、治療装置３０００に機能的に結合され、図１にのみ概説された治療
装置３０００のポンプドライブ、アクタ及びセンサと機能的に相互作用する。治療装置３
０００のポンプドライブ、アクタ及びセンサは、治療装置３０００の制御機器及び／又は
調節機器２７と機能的に相互作用する。治療装置３０００のポンプドライブ、アクタ及び
センサは、制御機器及び／又は調整機器と信号接続であってもよい。
【０１０１】
　体外血液回路１０００は、治療機器２００、例えば透析器又は血液フィルタに接続され
る。
【０１０２】
　体外血液回路１０００内又はそこで、置換液ポンプ１７だけでなく血液ポンプ１１も配
置される。血液ポンプ１１及び置換液ポンプ１７は、後に発生する治療法で血液又は置換
液を搬送してもよい。
【０１０３】
　血液ポンプ１１及び／又は置換ポンプ１７は、本発明による方法の意味で体外血液回路
１０００を充填する液体を搬送するための搬送機器として利用されてもよい。同じことが
、ポンプが図１に示されていない透析液回路のポンプに適用される。
【０１０４】
　体外血液回路１０００は、動脈気泡検出器１５（動脈気泡検知器の代わりにａｒｔ．Ａ
ＢＤとも表記される）を備える。体外血液回路１０００は、静脈気泡検出器２５（静脈気
泡検出器の代わりにｖｅｎ．ＡＢＤとも表記される）をさらに備える。例えば、静脈気泡
検出器２５は、充填状態を認識するための認識機器として体外血液回路１０００で利用さ
れてもよい。
【０１０５】
　本発明による方法は、本発明によるいくつかの実施形態において、治療装置３０００を
介して流体容積、体外血液回路、すなわちラインシステムで必要とされる充填容量を決定
するのに機能する。
【０１０６】
　本発明による方法の特定の実施形態において、体外血液回路１０００を充填するために
導入される流体の容積は、静脈気泡検出器２５によりレベル検出（例えば、静脈チャンバ
２６で）又はメッセージをトリガするために必要とされ検出される。検出された容積は、
例えば血液ポンプ１１及び／又は置換液ポンプ１７の必要なロータ回転を決定することに
より、又は新しいフラッシング／置換液溶液で液体袋の重量を測定することにより定義さ
れてもよい。検出された容量は、必要なフラッシュ容量を指定し又は調整するために係数
を乗算されてもよい。
【０１０７】
　充填中に液面が検出点で、すなわち検出位置又は認識機器で再び低下した場合、例えば
残留空気が治療機器２００から溶解するので、再度レベルを上昇させるために必要な容積
が既に検出された容積に付加されてもよい。そのような決定された累積容積のさらなる使
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用は、これにより、検出された容積の決定精度を有利に高めてもよい。
【０１０８】
　検出された容積は、特定の実施形態において利用される血液チューブセットを識別する
ために使用される。血液チューブセットを識別することは、例えば異なる使い捨て構成又
は血液チューブ／血液フィルタの組み合わせのための典型的な充填容積が記録された比較
表を用いて行われてもよい。
【０１０９】
　比較表は、本発明によるいくつかの実施形態において、データストレージ内の制御機器
及び／又は調整機器２７内に保存されるか又は本発明によってその中に保存されてもよい
。
【０１１０】
　制御機器及び／又は調節機器２７は、本発明によるいくつかの実施形態において、測定
データを評価し、且つ充填容積を、特に測定データから累積充填容積を計算するための機
器を備える。制御機器及び／又は調節機器２７は、比較表からのデータと計算された充填
容量を比較するための機器と、さらに比較表から特定の事前定義された血液チューブセッ
トに計算された充填容量を割り当てるための機器とを付加的に含んでいてもよい。上記機
器を、単一の機器に組み合わせてもよい。
【０１１１】
　このように、例えば異なる血液チューブシステム、例えば小児透析及び成人用透析又は
異なる治療法（単針／二重針）のための血液チューブシステムは、有利に容易に区別され
てもよい。使い捨ての識別された種類に応じて、治療様式は妨げられてもよく、及び／又
は治療パラメータは治療装置で、特に自動的に管理者の関与なしに制限されてもよい。
【０１１２】
　さらなる実施形態において、検出容積は利用される治療機器２００、例えば利用される
透析器を識別するために使用される。
【０１１３】
　識別の改善については、治療装置に利用可能であるさらなる（補足的）固有の特徴は考
慮されることができる（例えば、透析液側の充填容積、血液及び／又は透析液側の流動抵
抗、膜貫通圧等）。
【０１１４】
　さらに、図１は動脈血液チューブクランプ２９及び静脈血液チューブクランプ３１を示
す。
【０１１５】
　図２は、単針治療用の第１の体外血液回路（関連する値は四角でマークされている）、
二重針治療用の第２の体外血液回路（関連する値は菱形でマークされている）、及び血液
カセット用の第３の体外血液回路（関連する値は×印でマークされている）の異なる充填
容積Ｖを（ｍｌで）示している。
【０１１６】
　第１の血液回路（四角）の充填容積は１６６ｍｌである。第２の血液回路（菱形）の充
填容積は１３０ｍｌである。第３の血液回路（十字）の充填容積は９７ｍｌである。これ
らの仕様は、それが血液フィルタに接続されていない限り、血液回路にそれぞれ適用され
る。
【０１１７】
　図２は、前掲の血液回路の全体充填容積が如何に増加し、フィルタＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
、Ｆ又はＧのいずれかに接続されるやいなや異なる方法で如何に増加するかを示す。
【０１１８】
　したがって、具体的な血液回路の充填容積の知識が、本発明の意味においてその充填の
瞬間に接続されたフィルタで既に示していることを、図２からよく認識可能である。
【０１１９】
　本発明による方法の特定の実施形態において、本方法はその後の治療における方法制御



(15) JP 2017-136414 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

のためのパラメータ又はパラメータ値を定義すること、例えば最大／最小許容ポンプ速度
を定義すること（小さな透析器が大きい透析器よりも少ない推奨血流を有する）、自動的
に再注入容積を定義すること等を包含する。
【０１２０】
　このことを反映する表１が、異なる容積又は血液容積を有する上述の血液フィルタＡか
らＧに対する最小流量ｍｉｎ＿Ｆｌｏｗ及び最大流量ｍａｘ＿Ｆｌｏｗについて以下に示
されている。
【０１２１】
【表１】

【０１２２】
　したがって、本発明による方法によって決定されてもよい、利用されるフィルタ種類の
知識が、その後の治療中に治療装置を制御するために使用することもできることが、当業
者には認識可能である。このように、血液フィルタの種類に依存する最小又は最大流量（
速度）ｍｉｎ＿Ｆｌｏｗ又はｍａｘ＿Ｆｌｏｗは自動的に調整され得る。
【０１２３】
　図３は、さらなる別の体外血液回路１０００の概略図を示す。本発明による方法は、例
を用いて以下の方法で実行され得る。これにより、血液治療機器２００は透析器であるこ
とが仮定される。
【０１２４】
　非常に概略的に示され参照番号３５で参照される患者が体外血液回路に接続されている
際に、血液ポンプ１１は一定の血流Ｑ＿Ｂ（ｍｌ／分）で開始される。血液は第１のセン
サ３７及び動脈血液チューブクランプ２９及び体外血液回路内を通過する。
【０１２５】
　流入血液は、時間ｔ１（秒）の最初の時点で第１のセンサ３７（例えば、光センサ又は
少なくとも１つの血液パラメータを測定するための光センサ）により認識される。
【０１２６】
　時間ｔ２（秒）の第２の時点で、血液は静脈ラインで第２のセンサ３９、例えば光セン
サによりそこに到達した時点で認識される。第２のセンサによる血液の検出は、例えば赤
外線透過測定により行われてもよい。
【０１２７】
　本発明によるいくつかの実施形態において、第２のセンサ３９は、気泡検出機器と結合
されてもよいし、又は１つの共通アセンブリ内で気泡検出機器とともに提供されてもよい
。第２のセンサ３９は、特定の実施形態において、静脈血液チューブクランプ３１の上流
側に配置される。本発明によるいくつかの実施形態において、第２のセンサ３９は、静脈
チャンバ２６又は静脈気泡チャンバの下流に配置される。
【０１２８】
　体外血液回路１０００全体の容積Ｖ＿Ｓｅｔは、一定の血流Ｑ＿Ｂ（ｍｌ／分）、及び
時間ｔ１（秒）の第１の時点と時間ｔ２（秒）の第２の時点との間の時間差から、以下の
ように計算され得る。
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　（１）　Ｖ＿Ｓｅｔ　＝　（ｔ２－ｔ１）×Ｑ＿Ｂ／６０（ｍｌ）
既知の関係により
　（２）　Ｖ＿Ｓｅｔ　＝　Ｖ＿Ｄｉａｌ　＋　Ｖ＿Ｓｃｈｌａｕｃｈ
Ｖ＿Ｓｅｔは血液チューブセット全体の容積であり、チューブの容量Ｖ＿Ｓｃｈｌａｕｃ
ｈが既知であれば、透析器の容積Ｖ＿Ｄｉａｌは、以下により、測定され得る。
　（３）　Ｖ＿Ｄｉａｌ　＝　Ｖ＿Ｓｅｔ－Ｖ＿Ｓｃｈｌａｕｃｈ
【０１２９】
　図１の体外血液回路内に示される構成要素は、図３の体外血液回路の一部であってもよ
く、その逆であってもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
１０００　体外血液回路
２０００　透析液回路
３０００　治療装置
１００　医療機能機器
２００　治療機器
１１　血液ポンプ
１５　動脈気泡検出器
１７　置換液ポンプ
２５　静脈気泡検出器
２６　静脈チャンバ
２７　制御機器及び／又は調整機器
２９　動脈血液チューブクランプ
３１　静脈血液チューブクランプ
３５　患者
３７　光学センサ
３９　光学センサ
Ｐ　圧力測定機器
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月26日(2017.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体外血液回路（１０００）又はそれの構成要素の少なくとも１つのパラメータを決定す
るための制御機器又は調整機器（２７）であって、
　前記制御機器又は調整機器（２７）は、
　流体を導入することにより体外血液回路（１０００）を充填し、血液ポンプ（１１）を
用い、前記血液ポンプ（１１）の一定及び／又は所定の流量（Ｑ＿Ｂ）で、前記体外血液
回路（１０００）又はその部品を通る流体を搬送するステップと、
　前記体外血液回路（１０００）又はそれの定義された若しくは所定の部位を充填するた
めに必要とされる導入される前記流体の容積の大きさを検出、決定又は算出するステップ
と、
　前記少なくとも１つのパラメータを取得するために、前記検出、決定又は算出された流
体の容積の値を処理するステップと、
　を実行するために適切であり、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且
つ／又は構成される、制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項２】
　前記流体は、前記体外血液回路（１０００）又はその部品のラインシステムの血液側を
通って搬送される、
　請求項１に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項３】
　前記充填は、患者が前記体外血液回路（１０００）に接続された後に行われる、
　請求項１又は２に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項４】
　前記搬送される流体は血液である、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項５】
　前記液体の容積が累積容積である、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項６】
　前記体外血液回路（１０００）の第１のセンサ（３７）に前記液体が現出する時点を第
１の時点（ｔ１）として決定するステップと、
　前記体外血液回路（１０００）の第２のセンサ（３９）に前記液体が現出する時点を第
２の時点（ｔ２）として決定するステップと、
　前記第１の時点（ｔ１）と前記第２の時点（ｔ２）との間の時間差を決定するステップ
と、
　を実行するために適切な、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且つ／
又は構成される、制御機器又は調整機器（２７）であって、
　前記検出、決定又は算出するステップは、前記血液ポンプ又はそれで構成されるものの
一定流量（Ｑ＿Ｂ）で前記時間差を乗算するステップを備える、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項７】
　前記第１のセンサ（３７）及び／又は前記第２のセンサ（３９）は、光センサである、
　請求項６に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
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【請求項８】
　前記第１のセンサ（３７）及び／又は前記第２のセンサ（３９）は、超音波、音波又は
温度測定により流体を検出するセンサである、
　請求項６に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項９】
　前記第１のセンサ（３７）及び／又は前記第２のセンサ（３９）は、少なくとも１つの
血液パラメータを測定又は決定するためのセンサである、
　請求項６～８のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１０】
　前記第１のセンサ（３７）は、動脈血液チューブクランプ（２９）の上流に配置され、
且つ
　前記第２のセンサ（３９）は、静脈血液チューブクランプ（３１）の上流であり、且つ
／又は静脈チャンバ（２６）の、又は静脈気泡チャンバの下流に配置される、
　請求項６～９のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１１】
　前記検出、決定又は算出するステップは、流体又は流体の状態を認識するための少なく
とも１つの認識機器を備える又は認識機器に接続される検出機器によって行われ、
　前記認識機器は、レベル検出器、空気検出器（１５、２５）、光検出器、超音波検出器
、音響検出器又はそれらのいずれかの可能な組み合わせで構成されるグループから選択さ
れる、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１２】
　前記認識機器は、
　前記体外血液回路（１０００）内又は前記体外血液回路（１０００）に配置されるか、
或いは、前記体外血液回路と動作可能である又は信号接続している、
　請求項１１に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１３】
　前記検出、決定又は算出するステップは、前記制御装置又は調整装置（２７）によって
自動的に行われる、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１４】
　前記流体の容積の値は、前記流体を搬送するための前記血液ポンプ（１１）のロータ回
転によって検出される、
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１５】
　利用される医療機能機器（１００）を識別する利用可能な医療機能機器の多数のパラメ
ータと前記処理するステップにおいて取得されたパラメータとを比較するステップ、
　を実行するために適切な、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且つ／
又は構成される、
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１６】
　利用される治療機器（２００）を識別する利用可能な治療機器の多数のパラメータと前
記処理するステップにおいて取得されたパラメータを比較するステップ、
　を実行するために適切な、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且つ／
又は構成される、
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１７】
　前記処理するステップにおいて取得されたパラメータを考慮して又はそれに応じて治療
法の制御又は流量（ｍｉｎ＿Ｆｌｏｗ、ｍａｘ＿Ｆｌｏｗ）を定義するステップ、
を実行するために適切な、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且つ／又
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は構成される、請求項１～１６のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１８】
　前記体外血液回路（１０００）を使用する際に、前記処理するステップにおいて取得さ
れたパラメータに応じて、治療様式を妨げるステップ及び／又は治療法の治療パラメータ
を制限するステップ、
を実行するために適切な、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且つ／又
は構成される、
　請求項１～１７のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項１９】
　前記処理するステップにおいて取得されたパラメータを考慮して、又は前記処理するス
テップにおいて取得されたパラメータに応じて、再注入容積を定義するステップ、
　を実行するために適切な、且つ実行するために提供される且つ／又は設計される且つ／
又は構成される、
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の制御機器又は調整機器（２７）及び体外血液回
路（１０００）を備える、治療装置。
【請求項２１】
　前記体外血液回路（１０００）は、
　医療機能機器（１００）である、又は医療機能機器（１００）を備える、又は医療機能
機器（１００）の少なくとも一部に一体化されている、且つ／又は
　治療機器（２００）及び／又は血液チューブセットである、又は治療機器（２００）及
び／又は血液チューブセットを備える、
　請求項２０に記載の治療装置。
【請求項２２】
　前記医療機能機器（１００）は使い捨て血液カセットである、
　請求項２１に記載の治療装置。
【請求項２３】
　前記治療装置は血液治療装置として具現化される、
　請求項２０～２２のいずれか一項に記載の治療装置。
【請求項２４】
　前記治療装置は、透析装置、血液透析装置、血液濾過装置又は血液透析濾過装置として
具現化される、
　請求項２３に記載の治療装置。
【請求項２５】
　前記処理するステップにおいて取得された少なくとも１つのパラメータの結果に基づく
治療装置の自動化された調整のために、提供され且つ具現化され、且つ／又は装備され、
且つ／又は構成される、請求項２０～２４のいずれか一項に記載の治療装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　特定の実施形態において、本発明による方法は、流体の容積の検出された大きさを処理
することを包含する。処理は、本発明によるいくつかの実施形態において少なくとも１つ
のパラメータ、又は最も一般的な意味での仕様を取得するための役割を果たす。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　検出された容積の大きさを処理することは、本発明によるいくつかの実施形態において
、パラメータを取得するためのアルゴリズム、機能又はコヒーレンシを介して容積の値を
変換することであり又はそれを包含する。それらは記憶機器、例えば治療装置の記憶又は
制御機器であってもよいし、その中にファイルされてもよい。
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